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0-2[事業内容 廃棄物・発生土]評価項目の選定に関わる工事の項目について 

 

【質問】 

評価項目選定表において、工事の実施の環境影響要因として「護岸工事」、「埋立

工事」、「工事用車両の走行」が示されている。一方で、工事工程には浚渫工事とイ

ンフラ整備もあるが、これらは「護岸工事」、「埋立工事」のどちらに含まれるか明

確にした上で、廃棄物・発生土の評価項目の選定が妥当かどうか説明してほしい。 

 

【回答】 

実施計画書ｐ295 表 4-1-1 備考のとおり、「浚渫工事」は護岸の工事に含まれ、

記載が無かった「インフラ整備」は、同表既存設備の撤去等に含むものとしていま

す。ついては、p296 の評価項目選定表の 廃棄物・発生土 については、護岸の工

事のみ該当で修正の必要はありません。 

また、実施計画書 P283 表 3-2-1 の工事内容を考慮しつつ、実施計画書 P295 表

4-1-1備考を修正しました。この際、読み手側が工事内容をイメージしやすいように

表 3-2-1 の工事内容と表 4-1-1 の備考で異なる表現をしております。） 

 
実施計画書 P283 表３-２-１の工事内容 実施計画書 P295 表４-１-１の備考 

外郭施設築造（岸壁・護岸） 護岸工 

泊地浚渫 浚渫工 

埋立（土砂投入） 埋立工 

基板整備（インフラ） インフラ整備 

用途変更 既存施設の撤去 

 

（参考） 

実施計画書 P283 表 3-2-1 対象事業の工事工程 

 
 

実施計画書 P295 表 4-1-1 対象事業に係る環境影響要因 
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3-1[土壌汚染]埋立てに使用する土砂について 

 

【質問】 

埋立てに使用する土砂について検討するに当たり、水底土砂の判定基準は土壌汚

染対策法の基準に比べて緩い基準であることから、浚渫土砂による埋立てを行うこ

とにより、埋立て後の土地が同法の基準を超過するおそれがある。 

そういったことを踏まえ、埋立てに際し、浚渫土砂と外から受け入れる土砂をど

のように使い分けることを想定しているか説明してほしい。 
 

【回答】 

 浚渫土砂と外部から受け入れる建設発生土の使い分けは下図のとおりで考えてい

ます。事業区域内の浚渫土砂及び外から受け入れる建設発生土は土運船で海上運搬

し水中投入します。ただし、土運船による水中投入は船舶航行の安全上-６ｍまでと

なります。-６ｍ以浅から陸上になる部分は、建設発生土による埋立を考えており、

埋立の高さは＋４ｍと想定しています。 

 

 

 

 

図 1 浚渫土砂と建設発生土の埋立材としての利用想定 
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3-2[土壌汚染]浚渫土砂の分析について 

 

【質問】 

水底土砂の判定基準は土壌汚染対策法の基準値より 10 倍程度緩い基準値となって

おり、また、土壌汚染対策法の基準項目には、水底土砂の判定基準にはない項目も

ある。 

そういったことを踏まえ、浚渫土砂の分析について説明してほしい。 

 

【回答】 

 浚渫土砂の分析項目については、水底土砂の判定基準をベースとし、土壌汚染対

策法の基準項目も考慮するものと考えていますが、今後、本市環境部局とも協議を

重ね、不足のないように項目選定と基準値を定めていきます。 
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3-3[土壌汚染]外から受け入れる土砂の調査について 

 

【質問】 

ＰＦＡＳなど土壌汚染対策法に基準がないものの、市民が懸念している項目もあ

るので、外から受入れ土砂について、基準がない項目についても地歴調査などの調

査をした方が良いと考える。外から受け入れる土砂について、どのような調査をす

るか説明してほしい。 

 

【回答】 

外部から受け入れる土砂にあたっては、発生元の搬出事業者により地歴の確認

（土壌汚染対策法に基づく要措置区域または形質変更時要届出区域の指定や水質汚

濁防止法に基づく特定事業場の確認等）、土砂の検定試験を行い、品質が確認できる

ものとします。土質試験項目及び基準値、試験頻度等は本市環境部と協議を重ね、

今後、受入れ条件を定めていきます。 

環境基準が定まっていないＰＦＡＳ等に関しては、ガイドライン等が定まり次第

対応します。 
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4-2[騒音・低周波音]「港湾施設の稼働」の評価の必要性について（再質問） 

 

【質問】 

既存ふ頭の調査結果から「港湾施設の稼働」による騒音の評価をする必要がない

との説明について、新ふ頭ができれば、ふ頭が２つになるという視点も踏まえて、

定量的な根拠などを説明してほしい。 

 

【回答】 

審査会で頂きましたご意見を踏まえ、以下の考え方のもと、実施計画書 P298 表

4-1-5（2）騒音の「港湾施設の稼働」の選定しなかった理由を修正しました。 

 

（評価項目 騒音 「港湾施設の稼働」を選定しなかった理由の考え方） 

新たなふ頭では既存施設同様に著しい音が発生する設備や作業は想定されません。 

仮に新たにふ頭施設が新設することにより増える音のエネルギー量を多めに見積も

って現在の 2倍と想定した場合であっても、将来の騒音値は実施計画書の p133 に示

す現況調査結果の+3dB となり、朝～夜間のいずれの時間帯についても規制基準値以

下となることから、評価項目として選定しませんでした。 

また、実施計画書 P133 表 2-2-62 と p134 図 2-2-60 は、道路交通騒音や既存施設

騒音を一括で整理していたことから、修正いたしました。 

 

(音のエネルギー量が 2倍になった場合、現況調査結果+3dB となる理由) 

一般的に、音の大きさはデシベル（dB）という単位で表現されることが多く、音の

大きさをデシベルではなくエネルギ－で表現した場合、とても大きな数値となり、

取扱いが難しくなるため、簡易な表現となるデシベルで表現が行われています。 

例）47dB をエネルギー量に換算した値：47𝑑𝐵 = 10
47

10⁄ = 50118𝑊 

音の四則演算はエネルギー量で行うことから、音のエネルギーが 2倍となる場合

は、50118𝑊 × 2 = 100236𝑊となり、これをデシベルに換算すると、

10𝑙𝑜𝑔10(100236) ≒ 50𝑑𝐵となり、47dB の 2 倍した結果が約 50dB とその差が 3dB と

なります。 

 

（参考）P133 表 2-2-62（2） 新港地区周辺の施設騒音調査結果 
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